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区

分

措

置

条
例
別
表
第
二
号
の
表
住

宅
の
項
２
に
規
定
す
る
規

則
で
定
め
る
措
置

評
価
方
法
基
準

(

平
成
十
三
年
八
月
十
四
日
国
土
交
通
省
告
示

第
千
三
百
四
十
七
号)

第
５
の
５
の
５
―
１
�
の
等
級
４
の
基

準
を
満
た
す
こ
と
と
な
る
措
置

条
例
別
表
第
二
号
の
表
住

宅
の
項
３
に
規
定
す
る
規

則
で
定
め
る
措
置

評
価
方
法
基
準
第
５
の
８
の
８
―
１
�
イ
の
等
級
２
の
基
準
又

は
同
�
ロ
①
ｃ
の
基
準

(

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
骨
鉄

筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
住
宅
以
外
の
住
宅
に
あ
っ
て
は
、
同
①

ｄ
の
基
準)

を
満
た
す
こ
と
と
な
る
措
置
及
び
同
８
の
８
―
４

�
の
等
級
２
の
基
準
を
満
た
す
こ
と
と
な
る
措
置

条
例
別
表
第
二
号
の
表
住

宅
の
項
４
に
規
定
す
る
規

則
で
定
め
る
措
置

評
価
方
法
基
準
第
５
の
３
の
３
―
１
�
の
等
級
３
の
基
準

(

木

造
の
住
宅
に
あ
っ
て
は
、
同
�
の
等
級
２
の
基
準)

を
満
た
す

こ
と
と
な
る
措
置

条
例
別
表
第
二
号
の
表
住

宅
の
項
５
に
規
定
す
る
規

則
で
定
め
る
措
置

評
価
方
法
基
準
第
５
の
４
の
４
―
１
�
及
び
４
―
２
�
の
等
級

２
の
基
準
を
満
た
す
こ
と
と
な
る
措
置

条
例
別
表
第
二
号
の
表
住

戸
の
項
３
に
規
定
す
る
規

則
で
定
め
る
措
置

居
室
の
内
装
の
仕
上
げ
に
評
価
方
法
基
準
第
５
の
６
の
６
―
１

�
イ
②
に
規
定
す
る
特
定
建
材
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

同
６
―
１
�
ロ
の
等
級
３
の
基
準
を
満
た
す
こ
と
と
な
る
措
置

条
例
別
表
第
二
号
の
表
住

戸
内
の
各
部
の
項
に
規
定

す
る
規
則
で
定
め
る
措
置

評
価
方
法
基
準
第
５
の
９
の
９
―
１
�
の
等
級
３
の
基
準
を
満

た
す
こ
と
と
な
る
措
置

条
例
別
表
第
二
号
の
表
共

用
部
分
の
項
に
規
定
す
る

規
則
で
定
め
る
措
置

評
価
方
法
基
準
第
５
の
９
の
９
―
２
�
の
等
級
３
の
基
準
を
満

た
す
こ
と
と
な
る
措
置

�
�
�
�
�
�

�
	
�
�


�

�

�
�
�
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�
�
�
�
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( )

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
委
員
会
等
に
委
任
し
、
及
び
補
助
執
行
さ
せ
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
五
号

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
委
員
会
等
に
委
任
し
、
及
び
補
助
執
行
さ
せ

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
委
員
会
等
に
委
任
し
、
及
び
補
助
執
行
さ
せ
る
規

則

(

昭
和
三
十
九
年
八
月
青
森
県
規
則
第
七
十
三
号)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中

｢

青
森
県
立
高
等
学
校
授
業
料
、
受
講
料
、
入
学
料
及
び
入
学
者
選
抜
手
数
料

徴
収
条
例｣

を

｢

青
森
県
立
高
等
学
校
授
業
料
等
徴
収
条
例｣
に
、

｢
第
二
条
た
だ
し
書｣

を

｢

第

二
条
第
一
項
た
だ
し
書｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
六
号

青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

(

平
成
十
七
年
四
月
青

森
県
規
則
第
四
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中

｢

別
表
第
十
四
号｣

を

｢

別
表
第
十
三
号｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
七
号

青
森
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
五
十
一
年
五
月
青
森
県
規
則
第
四
十
六
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
三
項
第
二
号
中

｢

書
面｣

の
下
に

｢
(

法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
及
び
そ
の
役
員
の
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面)

｣

を
加
え
る
。

第
十
二
号
様
式
中

｢青
森
県
収
入
証
紙
ち
よ
う
付
欄
｣

を

｢青
森
県
収
入
証
紙
貼
付
欄
｣

に
、

｢

を

｣

｢

に
改
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つ
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又
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ガ
ナ
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住
所

(法
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に
あ
つ

て
は
､
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た
る

事
務
所
の
所
在

地
)

〒

(電
話
番
号
)

―
―



( )

｣

め
る
。

第
十
四
号
様
式
中

｢

を

｣

｢

に
改

｣

め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
県
営
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
八
号

青
森
県
県
営
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
県
営
住
宅
規
則

(

昭
和
三
十
七
年
二
月
青
森
県
規
則
第
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
一
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

入
居
者
資
格
に
係
る
障
害
の
程
度
等)

第
一
条
の
三

条
例
第
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
障
害
の
程
度
は
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
障
害
の
程
度
と
す
る
。

一

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則

(

昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号)

別
表
第
五
号
の
一

級
か
ら
四
級
ま
で
に
該
当
す
る
身
体
障
害
の
程
度

二

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
令

(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
百
五
十

五
号)

第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
障
害
等
級
が
一
級
又
は
二
級
に
該
当
す
る
精
神
障
害
の
程

度
三

前
号
に
規
定
す
る
精
神
障
害
の
程
度
に
相
当
す
る
知
的
障
害
の
程
度

２

条
例
第
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
障
害
の
程
度
は
、
恩
給
法

(

大
正

十
二
年
法
律
第
四
十
八
号)

別
表
第
一
号
表
ノ
二
の
特
別
項
症
か
ら
第
六
項
症
ま
で
又
は
同
法
別

表
第
一
号
表
ノ
三
の
第
一
款
症
と
す
る
。

３

条
例
第
四
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
身
体
上
又
は
精
神
上
著
し
い
障
害
が
あ
る
た
め
に
常
時
の
介
護
を

必
要
と
し
、
か
つ
、
居
宅
に
お
い
て
こ
れ
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
又
は
受
け
る
こ
と
が
困
難

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を
除
く
。

一

六
十
歳
以
上
の
者

二

障
害
者
基
本
法

(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号)

第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
障
害
者

で
そ
の
障
害
の
程
度
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
障
害
の
程
度
で
あ
る
も
の

イ

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
別
表
第
五
号
の
一
級
か
ら
四
級
ま
で
に
該
当
す
る
身
体
障

害
の
程
度

ロ

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
障

害
等
級
が
一
級
か
ら
三
級
ま
で
に
該
当
す
る
精
神
障
害
の
程
度

ハ

ロ
に
規
定
す
る
精
神
障
害
の
程
度
に
相
当
す
る
知
的
障
害
の
程
度

三

戦
傷
病
者
特
別
援
護
法

(

昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
六
十
八
号)

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
戦
傷
病
者
で
そ
の
障
害
の
程
度
が
恩
給
法
別
表
第
一
号
表
ノ
二
の
特
別
項
症
か
ら
第
六
項
症
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役

員
(業
務
を
執
行

す
る
社
員
､
取

締
役
､
執
行
役

又
は
こ
れ
ら
に

準
ず
る
者
)

職
名
氏

名
職
名
氏

名
(フ
リ
ガ
ナ
)

(フ
リ
ガ
ナ
)

(フ
リ
ガ
ナ
)

(フ
リ
ガ
ナ
)

(フ
リ
ガ
ナ
)

(フ
リ
ガ
ナ
)

(フ
リ
ガ
ナ
)

(フ
リ
ガ
ナ
)

(フ
リ
ガ
ナ
)

(フ
リ
ガ
ナ
)

９
法
定
代
理
人

氏
名

(フ
リ
ガ
ナ
)

住
所

〒

(電
話
番
号
)

―
―

９
法
定
代
理
人

氏
名

(法
人
に
あ
つ

て
は
､
商
号
又

は
名
称
)

(フ
リ
ガ
ナ
)

住
所

(法
人
に
あ
つ

て
は
､
主
た
る

事
務
所
の
所
在

地
)

〒

(電
話
番
号
)

―
―

役
員

(業
務
を
執
行

す
る
社
員
､
取

締
役
､
執
行
役

又
は
こ
れ
ら
に

準
ず
る
者
)

職
名
氏

名
職
名
氏

名
(フ
リ
ガ
ナ
)

(フ
リ
ガ
ナ
)

(フ
リ
ガ
ナ
)

(フ
リ
ガ
ナ
)

(フ
リ
ガ
ナ
)

(フ
リ
ガ
ナ
)

(フ
リ
ガ
ナ
)

(フ
リ
ガ
ナ
)

(フ
リ
ガ
ナ
)

(フ
リ
ガ
ナ
)



( )

ま
で
又
は
同
法
別
表
第
一
号
表
ノ
三
の
第
一
款
症
で
あ
る
も
の

四

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律

(

平
成
六
年
法
律
第
百
十
七
号)

第
十
一

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

五

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
護

者
又
は
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律

(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
援
給
付

(

中
国
残
留
邦

人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律

(

平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号)

附
則
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
援
給
付

を
含
む
。)

を
受
け
て
い
る
者

六

ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
等
に
対
す
る
補
償
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
三
年

法
律
第
六
十
三
号)

第
二
条
に
規
定
す
る
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
等

七

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
三
年
法
律
第
三

十
一
号
。
以
下

｢

配
偶
者
暴
力
防
止
等
法｣
と
い
う
。)

第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
被
害
者

で
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
第
三
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
一
時
保
護
又
は
配
偶
者
暴

力
防
止
等
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
保
護
が
終
了
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
て

い
な
い
者

ロ

配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
が
し
た
命
令
の
申
立
て
を

行
つ
た
者
で
当
該
命
令
が
そ
の
効
力
を
生
じ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
て
い
な
い

も
の

八

海
外
か
ら
の
引
揚
者
で
本
邦
に
引
き
揚
げ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
て
い
な
い
も

の

４

知
事
は
、
入
居
の
申
込
み
を
し
た
者
が
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
か
ど
う
か

を
判
断
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
職
員
に
、
当
該
入

居
の
申
込
み
を
し
た
者
に
面
接
し
、
そ
の
心
身
の
状
況
、
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
介
護
の
内
容
そ

の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
調
査
さ
せ
、
又
は
市
町
村
に
意
見
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。

附
則
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
お
け
る
第
一
条
の
三
第
三
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
号
中

｢

六
十
歳
以
上｣

と
あ
る
の
は
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
一
号
様
式
の
裏�
の
注
意
事
項
の
２
の
�
の
ロ
の
�
及
び
第
七
号
様
式
の
裏�
の
注
意
事
項
の
２
の

�
の
ロ
の
�
中

｢引
揚
者
又
は
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
｣

を

｢ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
又

は
引
揚
者
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
り
ん
ご
県
外
出
荷
規
格
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
九
号

青
森
県
り
ん
ご
県
外
出
荷
規
格
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

青
森
県
り
ん
ご
県
外
出
荷
規
格
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
四
十
五
年
六
月
青
森
県
規
則
第
五
十
号)

は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
酪
農
振
興
セ
ン
タ
ー
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
号

青
森
県
酪
農
振
興
セ
ン
タ
ー
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
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平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十

五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
五

十
六
歳
以
上

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十

六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
五

十
七
歳
以
上

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十

七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
五

十
八
歳
以
上

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十

八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
五

十
九
歳
以
上



( )

青
森
県
酪
農
振
興
セ
ン
タ
ー
規
則

(

昭
和
四
十
四
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
四
号)

は
、
廃
止

す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
五
十
号

平
成
十
二
年
四
月
一
日
青
森
県
告
示
第
二
百
八
十
五
号

(

青
森
県
情
報
公
開
条
例
第
二
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
定
め
る
法
人)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
四
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

表
青
森
県
土
地
開
発
公
社
の
項
及
び
青
森
県
道
路
公
社
の
項
を
削
る
。

青
森
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号

平
成
十
一
年
七
月
一
日
青
森
県
告
示
第
四
百
七
十
六
号

(

青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
三
十
九

条
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
定
め
る
法
人)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

表
青
森
県
土
地
開
発
公
社
の
項
及
び
青
森
県
道
路
公
社
の
項
を
削
る
。

青
森
県
告
示
第
二
百
五
十
二
号

平
成
十
一
年
七
月
一
日
青
森
県
告
示
第
四
百
七
十
七
号

(

青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
四
十
一

条
第
一
項
の
事
業
者
が
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
際
に
準
拠
す
べ
き
指
針)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
し
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
２
の
�
中

｢地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
｡
)
｣

の
次
に

｢並
び
に
県
が
設
立
し
た
土
地
開
発

公
社
(公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
(昭
和
47年
法
律
第
66号
)
第
10条
第
１
項
に
規
定

す
る
土
地
開
発
公
社
を
い
う
｡
)
及
び
地
方
道
路
公
社
(地
方
道
路
公
社
法
(昭
和
45年
法
律
第
82

号
)
第
１
条
に
規
定
す
る
地
方
道
路
公
社
を
い
う
｡
)
｣

を
加
え
る
。
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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